
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
一
三
号

平
成
十
八
年
四
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

一

三

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
、
政
府
は
、
予
算
の
執
行
状
況
等
に
つ
い
て
国
民
に
説
明
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一
般
会
計
の
歳
入
は
租
税
収
入
等
で
あ
り
、
御
指
摘
の
手
当
は
一
般
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
個
人
情
報
を
口
実
に
国
民
の
知
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、

外
務
省
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
外
務
省
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
国
民
の
知
る
権
利
に
つ
い
て
は
、

十
分
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
他
の
情
報
」
と
は
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
人
員
構
成
等
の
情
報
を
意
味
す
る
。

五
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
七
五
号
）
の
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
、
在
ロ
シ

ア
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に
住
居
手
当
に
係
る
控
除
額

及
び
限
度
額
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
別
表
第
二
の
号
別
の
適
用
者
数
は
、
住
居
手
当
の
支

給
額
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
限
度
額
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
個
人
情
報
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
答
弁
を
差
し
控
え
る

理
由
と
し
て
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
受
給
し
て
い
る
手
当
の
額
が
明
ら
か
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
本
年
三
月
二
十

九
日
か
ら
四
月
十
二
日
ま
で
の
間
に
外
務
省
と
し
て
答
弁
を
差
し
控
え
た
例
と
し
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ロ

シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
四
月
四
日
内
閣
衆
質
一
六

四
第
一
八
四
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
の
公
金
口
座
等
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
四
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
〇
〇
号
）
二
に
つ
い
て
及
び
衆
議
院
議

員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
遺
書
の
所
有
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
四
月
十
一
日
内
閣
衆

二



質
一
六
四
第
二
〇
一
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
の
計
三
件
が
あ
る
。

三


